
 

那須塩原市有財産利活用民間提案制度　募集要項 

（西那須野清掃センター跡地の利活用） 

１　趣旨 

　那須塩原市有財産民間提案制度実施要綱の規定に基づき、市有財産の利活用提案

　の募集等に関し、必要な事項を定めるものです。 

 

２　対象の市有財産 

　　本要綱により利活用の提案を募集する財産は、次のとおりです。 

項目 内容 

名　　称 西那須野清掃センター跡地 

所 在 地 栃木県那須塩原市東遅沢342-1 

土地面積 14,415.90㎡ 

主要建物 なし 

用途地域 無指定 

　※　詳細は、「物件調書」を参照してください。 

 

３　利活用の方針及び価格 

　　次に定める「基準価格」以上の価格での賃貸とします。 

　　また、契約金額は、提案された価格に基づき決定します。なお、提案された価格

　も審査の対象とし、提案内容を含めて総合的に審査及び評価を行います。 

基準価格（年額） 

1,530,000円 

 

４　提案の要件等 

　⑴　提案内容の要件 

　　①　提案内容は、「２　対象の市有財産」の利活用に関するもので、次のいずれ

かの要件を満たすものとします。 

　　　ア　地域課題の解決につながるもの 

　　　イ　まちの魅力や価値向上につながるもの 

　　　ウ　地域経済の好循環につながるもの 

②　本市の新たな財源負担を伴わないものとします。 

③　土地及び土地に現存する工作物等は、現状のまま全て一括で利活用することを

条件とします。また、建物の建築及び土地の掘削並びに大規模な形質の変更は、

原則として不可とします。 

④　次に掲げる事業は、提案の対象外とします。 
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　　　ア　貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する貸金業（銀

　　　　行法（昭和５６年法律第５９号）第２条第１項に規定するものを除く。） 

　　　イ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122　

　　　　号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営

　　　　業、その他これらに類する営業 

　　　ウ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）に定める一般

　　　　廃棄物処理業、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業 

 

　⑵　提案者の資格要件と制限　　 

　　①　提案者の資格要件 

　　　　提案に当たっての資格要件は、次のとおりとします。 

　　　ア　提案者は、提案内容を実行できる意志と能力（運営力、財産力、ノウハ　　

　　　　ウ、資金等）を有する民間企業、NPO法人等の法人、個人事業主とします。 

　　　イ　提案者は、単独又はグループ（複数の企業・団体等の共同体をいいま　　

　　　　す。）とし、グループで応募する場合には、参加表明時に提案者の構成員　

　　　　全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすることとします。 

　　②　提案者の制限 

　　　　次の要件のいずれかに該当する者は、提案者及び提案者の構成員になること

　　　ができません。提案受付後においても同様の取扱いとします。 

　　　ア　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当する

　　　　者 

　　　イ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生、民事再生法（平

　　　　成１１年法律第２２５号）に基づく再生又は破産法（平成１６年法律第７　

　　　　７号）に基づく破産の手続き中である者　 

　　　ウ　那須塩原市暴力団排除条例（平成２４年那須塩原市条例第３号）第２条に

　　　　規定する暴力団、暴力団員及び密接関係者 

　　　エ　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

　　　　１４７号）第５条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者 

　　　オ　国税又は地方税を滞納している者 

　　　カ　政治活動や宗教活動を主な目的としている者 

　　　キ　那須塩原市建設工事等指名停止基準（平成１７年告示第１４３号）に基づ

　　　　く指名停止措置を受けている者 

　　　ク　その他、市長が適当でないと認める者 

 

　⑶　提案に当たっての条件等 

　提案に当たっての条件等は、次のとおりとします。 

　　①　利活用事業に係る光熱水費等の維持管理費用については、全て提案者の負担

　　　とします。 
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　　②　当該財産を利活用するに当たり、敷地内の物件（工作物及び立木等）の撤去

　　　並びに廃棄にかかる費用については、全て提案者の負担とします。 

　　③　原則、５年以上、提案事業を継続することとします。この期間において事業

　　　を継続できない場合には、現状復旧の上で市に返還するものとします。また、

　　　この期間内において当該財産を第三者に貸付けようとする場合には、必ず事前

　　　に市と協議するものとします。 

　　④　提案事業は、賃貸借契約締結から１年以内に着手し、３年以内に提案事業の

　　　用途による使用を開始することとします。 

　　⑤　提案事業の実施に当たっては、都市計画法等の関連する法令、条例等を遵守

　　　し、また、必要な各種法令等に基づく届出は、提案者が行うものとします。 

　　⑥　契約締結後、当該財産に数量の不足、その他の契約の内容に適合しないもの

　　　があることを発見しても、契約金額の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の

　　　解除をすることができないものとします。 

　　⑦　提案の採択後、市と調整した上で、地域住民を対象とした事業内容等の説明

　　　会を開催するものとします。また、提案事業の実施に当たっては、地域住民と

　　　の良好な関係の形成や周辺の環境に配慮してください。 

　　⑧　事業者が当該財産を使用しなくなった場合は、原則、事業者の負担において

　　　原状に回復するものとします。 

　　⑨　その他、本募集要項に定めのない事項については、契約又は協議により定め

　　　るものとします。 

 

　⑷　提案に関する留意事項 

　　①　費用負担 

　提案に係る費用（提案書類の作成に係る費用を含む）については、全て提案者

の負担とします。 

　　②　提出書類の取扱い、著作権等 

　　　ア　提出書類の著作権は提案者に帰属しますが、提出書類は返却しません。ま

　　　　た、提案者の書類及びその内容については、本提案審査のみに使用し、那須

　　　　塩原市情報公開条例（平成２０年条例第３１号）及び個人情報の保護に関す

　　　　る法律施行条例（令和４年条例第３７号）に基づき、適正に管理します。 

　　　イ　提案書類の提出後の修正及び変更は、原則認めません。ただし、市が特に

　　　　必要と認める場合は、この限りではありません。 

　　　ウ　本要項に定める書類のほか、必要に応じ、追加資料を求めることがありま

　　　　す。 

　　　エ　提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等に基づいて保

　　　　護される第三者の権利となっている事業手法、工事材料、施工方法又は維持

　　　　管理方法等を使用した結果生じた責任は、提案者が負うものとします。 

　　　オ　審査に対する異議申し立てはできません。 
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　　③　失格事項 

　　提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

　ア　提出書類に虚偽の記載があった場合 

　イ　審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

　ウ　本要項に定める手続きを遵守しない場合 

 

５　スケジュール（予定） 

　　提案の募集及び審査等は、次の日程で行います。ただし、提案の状況や事業内容

　により変更となる場合があります。提案者が多数の場合には、書類審査によりプレ

　ゼンテーション及びヒアリングの対象とする提案を制限することがあります。 

№ 内容 日程 

１ 募集要項の公表 令和８年４月１０日（金） 

２ 
事前相談の受付 

提案に係る質問書の受付 
令和８年４月１０日（金）～４月２４日（金） 

３ 
現地見学 

※　参加は任意 

【参加受付期間】 

令和８年４月１３日（月）～４月17日（金） 

【実施日】 

令和８年４月２2日（水） 

４ 提案意向申出書の受付 令和８年４月１３日（月）～５月２２日（金） 

５ 参加資格の確認及び結果通知 令和８年６月１日(月)頃 

６ 提案書類の受付 参加資格結果通知～令和８年６月１９日（金） 

７ 
プレゼンテーション及び 

ヒアリング 
令和８年７月 

８ 審査結果通知書の送付 令和８年７月～８月 

９ 契約内容等の協議・各種調整 調整事項による 

10 地域住民説明会の実施 令和８年９月頃　※詳細は別途調整 

11 契約締結 協議成立時 
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６　公募に係る手続 

 

　≪手続きフロー図≫
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　⑴　募集要項等の公表 

　募集要項及び各種様式等の関係資料は、那須塩原市ホームページで公表します。

　　なお、利活用を検討するに当たり、提供を希望する資料等があれば、事務局へ御

　連絡ください。 

 

　⑵　事前相談 

　対象の市有財産の利活用を希望する事業者は、原則として、事務局との事前相

　　談を行うものとします。 

　「事前相談申込書（様式Ａ）」に必要事項を記入の上、令和８年４月２４日　

　　（金）までに、事務局への持参、郵送（必着）又はメールにより提出してくださ

　　い。事務局において実施方法及び日程を調整の上、個別に連絡します。また、事

　　前相談の段階で提案の受付を行わない場合もありますので、あらかじめ御了承く

　　ださい。 

　※　事前相談の時点では、提案書等を提出する必要はありません。 

　※　オンラインでの事前相談も可能です。 

 

　⑶　現地見学（任意） 

　現地見学を「５　スケジュール（№３）」のとおり行います。見学会への参加

　　を希望する場合は、「現地見学会参加申込書（様式Ｂ）」に必要事項を記入し、

　　令和８年４月１７日（金）までに、事務局へメールにて提出してください。 

　※　現地見学会の参加の有無は、審査に影響しません。 

 

　⑷　提案に係る質問 

　提案に係る質問がある場合は、「質問書（様式Ｃ）」に記入し、令和８年４月

　　２４日（金）までに、事務局へメールにて提出してください。質問に対する回答

　　は、市ホームページにて公表します。ただし、質問の内容が提案内容に直接関係

　　する場合などは、質問者宛てに個別に回答する場合があります。 

 

　⑸　提案意向申出書の提出 

　　「⑵　事前相談」において、事務局が提案を受け付けると判断された者は、次

　　に掲げる提出書類（市有財産利活用民間提案制度提案申出書（様式第１号）等）

　　を、令和８年５月２２日（金）までに、事務局へ郵送（必着）又は持参により提

　　出してください。 

　　【提出書類】 

提出書類 特記事項 

市有財産民間提案制度提案 

意向申出書（様式第１号） 
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誓約書（様式Ｄ）  

事業者等の概要（任意様式） パンフレット等でも可 

法人登記簿謄本 

（個人の場合は住民票） 
提出日の３か月以内に発行されたもの 

事業者の事業報告書類 

（任意様式） 
直近３年度分 

事業者の収支決算書 

（任意様式） 
直近３年度分 

事業者の決算関係書類 

（任意様式） 

直近３年度分の財務諸表（貸借対照表、財産目録、損益計

算書等） 

※個人事業主として事業所得の申告を行っている場合、

過去３年分の確定申告書及び収支内訳書等の付属書類の

写し 

国及び地方税の納税証明書 

未納がないことを証明するもの 

・法人税及び地方消費税については、国税通則法施行規則 

　第９号様式（その３の３） 

・法人事業税、法人住民税については本店所在地のもの 

※いずれも提出日の３か月以内に発行されたもの 

 

　⑹　参加資格の審査 

　提出書類をもとに、提案資格を満たす事業者（以下「提案資格者」という。）で

　あるかを確認した上で、「市有財産利活用民間提案制度参加資格確認結果通知書　

　（様式第２号）」により通知します。 

 

　⑺　提案書類の提出 

　　提案資格者と認められた者は、次に掲げる提出書類（市有財産利活用民間提案制

　度提案書（様式第３号）等）を、令和８年６月１９日（金）までに提出してくださ

　い。 

　　【提出書類】 

提出書類 特記事項 

市有財産利活用民間提案

制度提案書（様式第３号） 

【添付書類】 

・工事図面等の利用計画が分かるもの　等 

補足資料（任意様式） ※提案書を補足する資料がある場合に添付 

これまでの事業の実績が

分かる書類（任意様式） 

提案事業者がこれまでに営んできた事業の実績について記

載した書類（提案する事業と同様の事業の実績、類似事業の

実績、その他の事業の実績） 
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　＜提案書類の提出に係る特記事項＞ 

　・　提出書類は、電子データにより各１部ずつ提出してください。 

　・　データ形式はＭｉｃｒｏｓｏｆｔ社Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ又はＡｄｏｂｅ社 

　　ＰＤＦとしてください。 

　・　提出後に辞退する場合は、「参加辞退届（様式Ｅ）」を提出してください。 

 

　【提出先（事務局）】 

　　〒325-8501　栃木県那須塩原市共墾社108番地2 

那須塩原市　企画部　企画政策課　資産活用係 

電話：0287-62-7315 

　　e-mail：kikakuseisaku@city.nasushiobara.tochigi.jp 

 

７　提案内容の審査・選定（特定者の決定） 

　⑴　書類審査の実施 

　　提案者から提案書類の提出があった場合には、その内容が要件を満たしている

　　かを事務局において審査します。審査の結果、これらの要件を満たしていること

　　が確認された提案を有効提案とし、提案者に対して提案審査（プレゼンテーショ

　　ン及びヒアリング）の日程等を別途通知します。なお、審査に対する異議の申し

　　立ては受け付けません。 

 

　⑵　提案審査（プレゼンテーション及びヒアリング）の実施 

　　書類審査によって有効提案と認められた場合、提案の受付から約１か月を目安

　　にプレゼンテーション及びヒアリングを行い、その結果をもとに那須塩原市公共

　　施設等利活用検討委員会（以下、「委員会」という。）において審査を行い、そ

　　の採否を判断します。なお、採択となった場合、提案者は、利活用を行う候補者

　　（以下「特定者」という。）となります。 

　　①　提案審査の方法 

　　　　審査の具体的方法は、次のとおりです。 

　　　ア　事前に提出のあった提案書類等を基に、提案者がプレゼンテーションを行

　　　　います。 

　　　イ　プレゼンテーションの際に配布する資料は、原則として提案者から事前　

　　　　に提出された提案書類のみとし、それ以外の資料を使用しようとする場合　

　　　　は、事前に事務局へ協議するものとします。なお、提出書類の内容を要約し

　　　　た範囲のプレゼンテーション用の資料を使用することは可とします。 

　　　ウ　プレゼンテーションでは、提案者は、事業計画（スケジュール、資金計　

　　　　画等）、実施体制、事業内容及び地域への貢献等について、簡潔に説明する

　　　　ものとします。 

　　　エ　審査は非公開とし、提案毎に個別で行います。 

　　　オ　プレゼンテーションへの出席者は３名までとします。 
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　　　カ　審査の目安時間は、プレゼンテーション及び質疑応答（ヒアリング）につ

　　　　いて、各１５分程度とします。 

　　②　提案審査の着目点 

　　　提案審査は、次に示す評価基準に基づき、公平かつ公正に審査を行います。 

　　　審査に当たっては、次の基準により点数評価し、委員会において特定者とし

　　　て事業者を特定します。なお、提案額を除いた合計点が、その配点の６割に満

　　　たない場合には、当該提案を採用しないものとします。 

　　　最上位の点数の者が複数ある場合には、「公益性・公共性」及び「地域経済

　　　の活性化」の合計点数が高い者を上位とし、同点の場合はくじ引きによって決

　　　定します。 
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評価項目 評価基準 審査の視点 

事業の実現性 

・継続性 

〇事業計画の 

　 実現可能性 

〇組織体制 

〇事業期間 

〇経営状況 

・事業実施可能なスケジュールか 

・事業計画に具体性があり、実現性のある提案か 

・事業実施のための組織体制は構築されているか 

・人員は十分か 

・財務諸表等から経営状況は妥当か 

　（財務の健全性、安定性があるか） 

実績 ○実績 
・事業の実績があるか 

　（提案事業又はその他の類似事業の実績　等） 

提案内容 

 

○公益性・ 

　 公共性 

・市民ニーズや地域特有の課題に応じた提案か 

・公共サービスとの連携や充実化が図れる提案か 

○地域経済の 

　 活性化 

・地域経済の成長や所得の確保、雇用の創出につな

　がる提案か 

〇地域との 

　 調和・貢献 

・周辺環境への配慮がなされているか 

・地域貢献がなされる事業か 

・地域と積極的に関わろうとする姿勢が見られるか 

○独創性 
・独自の発想やノウハウ、技術など、行政だけでは 

　生み出せない付加価値があるか 

提案額 ○提案額  



 

　⑶　審査結果通知書の送付 

　　　審査結果は、審査された全ての提案者に書面にて通知します。また、特定者の

　　提案は、「提案事業名、提案事業者名等」を市ホームページにて公表します。　

　　なお、特定者とならなかった提案については、公表しません。 

 

８　特定者との協議及び留意事項 

　　市と特定者は、提案内容を基に、契約締結に向けた協議を行うものとします。 

　　①　特定者の選定をもって、特定者の提案内容をすべて承認するものではありま

　　　せん。市と特定者との協議において、必要な範囲内において提案書の項目の追

　　　加・変更または削除を行った上で契約できるものとします。 

　　②　特定者は、提案内容の事業化に向けて、必要な調査・検討を行うこととし、

　　　これらに要する費用は特定者の負担とします。 

　　③　協議の期間は、原則として審査結果通知の日から１年以内とします。ただ　

　　　し、市と特定者が協議し、合意した場合には、協議期間を延長できるものとし

　　　ます。 

　　④　協議の結果、双方が合意に至らなかった場合又は契約に至らなかった場合に

　　　おいて、特定者が事業準備のために要した費用は、特定者の負担とします。 

　 

９　契約締結 

　　特定者及び市は、協議成立後に契約を締結するものとします。ただし、協議の結

　果、特定者が提案事業を実施できないと認めるときは、契約を締結しません。 

　⑴　契約締結 

　　　協議成立後、随意契約により契約を締結します。 

　⑵　契約に要する費用 

　　　契約に要する費用は、全て特定者の負担とします。 

　　 

10　損害賠償、不可抗力等について 

賃貸の場合における事故等による損害賠償、不可抗力（天災等）による当該財産

の修繕等の費用負担についての基本的な考え方は、次のとおりとします。 

　⑴　損害賠償について 

　　①　借主が故意又は過失により利用物件を損傷したときは、借主は、市に対し損

　　　害賠償を行うこと。 

　　②　借主の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、借主が損害

　　　を賠償すること。 

⑵　不可抗力による損害について 

　　①　不可抗力による損害事故が発生したときは、借主は、速やかに市に通知する

　　　こと。 

　　②　不可抗力か否かの判断や費用負担は、借主と市との間で協議を行い、決定す

　　　ること。 
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11　募集要項に係る担当部署 

　　（事務局） 

　　　那須塩原市　企画部　企画政策課　資産活用係 

　　　〒３２５－８５０１　那須塩原市共墾社１０８番地２　本庁舎３階 

　　　ＴＥＬ：０２８７－６２－７３１５ 

　　　ＦＡＸ：０２８７－６２－７２２０ 

　　　Ｅ－ｍａｉｌ：kikakuseisaku@city.nasushiobara.tochigi.jp 
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